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令
和
２
年
10
月
２
日
付
書
面
に
よ
る
理
事
会
議
事
録
概
要

〔
提
案
事
項
〕

１　

奥
伝
位
待
遇
の
授
与
に
つ
い
て

提
案
者　

会
長　

酒
井　

忠
久

理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
日　

令
和
２
年
10
月
２
日（
金
）　

議
事
録
作
成
理
事　

会
長　

酒
井　

忠
久

令
和
２
年
９
月
24
日
、
会
長
酒
井
忠
久
が
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
対
し
て
、
理
事

会
の
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、
提
案
書
を
発
送
し
、
当
該
提
案
に
つ
き
理

事
の
全
員
か
ら
文
書
に
よ
り
同
意
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
、
ま
た
、
監
事
か
ら
文
書
に

よ
り
異
議
が
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
得
た
の
で
、
定
款
第
44
条
に
基
づ
き
、
当
該
提
案

を
承
認
可
決
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
３
年
３
月
26
日
付
書
面
に
よ
る
理
事
会
議
事
録
概
要

〔
提
案
事
項
〕

１　

令
和
３
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算（
資
金
調
達
及
び
設
備
投
資
の
見
込
み
を
含
む
）

に
つ
い
て

本
議
案
は
、
令
和
３
年
度
事
業
計
画
は
例
年
通
り
の
各
種
事
業
に
加
え
、
展
示
で

は
特
別
重
要
審
査
制
度
50
周
年
記
念
の
企
画
展
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
審
査
事

業
に
お
い
て
は
、
従
来
書
類
申
請
の
み
で
あ
っ
た
鑑
定
審
査
申
請
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
よ
る
申
請
方
法
と
事
前
予
約
制
を
今
年
度
中
の
導
入
を
目
指
し
、
準
備
を
進

め
る
こ
と
等
が
、
予
算
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
た
前
年
度
の
実
績
を
ベ
ー
ス
に
令
和
３
年
度
の
予
定
を
加
味
し
作
成
し
て
い
る
こ

と
等
の
事
業
計
画
及
び
予
算
に
つ
い
て
審
議
す
る
も
の
で
す
。

２　

就
業
規
則
等
の
制
定
及
び
改
正
に
つ
い
て

本
議
案
は
、
就
業
規
則
、
有
期
雇
用
就
業
規
則
及
び
給
与
規
程
他
の
改
正
並
び
に

役
割
等
級
規
程
、
職
務
権
限
規
程
等
の
新
規
制
定
に
つ
い
て
審
議
す
る
も
の
で
す
。

３　

令
和
３
年
度
審
査
員
の
選
任
に
つ
い
て

本
議
案
は
、
令
和
３
年
度
の
審
査
規
程
に
定
め
る
審
査
員
選
任
に
つ
い
て
審
議
す

る
も
の
で
す
。

４　

現
代
刀
職
展
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

本
議
案
は
、
現
代
刀
職
展
運
営
委
員
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
各
委
員
の
再

任
に
つ
い
て
審
議
す
る
も
の
で
す
。

５　

無
鑑
査
の
選
任
に
つ
い
て

本
議
案
は
、
二
〇
二
〇
年
度
現
代
刀
職
展
に
お
い
て
無
鑑
査
選
任
規
程
に
定
め
る

基
準
を
満
た
し
た
刀
職
者
の
無
鑑
査
選
任
に
つ
い
て
審
議
す
る
も
の
で
す
。

〔
報
告
事
項
〕

１　

定
款
第
31
条
第
５
項
に
基
づ
く
業
務
執
行
理
事
の
業
務
報
告

本
報
告
は
、
業
務
執
行
理
事
の
各
種
業
務
及
び
常
務
理
事
会
等
の
各
種
会
議
の
開

催
に
つ
い
て
全
て
の
理
事
及
び
監
事
に
報
告
す
る
も
の
で
す
。

提
案
者　

会
長　

酒
井　

忠
久

理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
日　

令
和
３
年
３
月
26
日（
金
）

議
事
録
作
成
理
事　

会
長　

酒
井　

忠
久

令
和
３
年
３
月
22
日
、
会
長
酒
井
忠
久
が
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
対
し
て
、
理
事

会
の
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、
提
案
書
を
発
送
し
、
当
該
提
案
に
つ
き
理

事
の
全
員
か
ら
文
書
に
よ
り
同
意
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
、
ま
た
、
監
事
か
ら
文
書
に

よ
り
異
議
が
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
得
た
の
で
、
定
款
第
44
条
に
基
づ
き
、
当
該
提
案

を
承
認
可
決
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。　
　
　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
状
況
を
鑑
み
、
や
む
を
得
ず
上
記
提
案

に
あ
わ
せ
て
定
款
第
31
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
執
行
理
事
の
業
務
報
告
を
書

面
に
よ
り
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
報
告
し
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
か
ら
文
書
に
よ

り
確
認
し
た
旨
の
意
思
表
示
を
得
ま
し
た
。


